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日本特殊陶業株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社の 100%子会社である株式会社NTKセ

ラテック（1987年 7月 7日設立。本店所在地：宮城県仙台市泉区明通三丁目 5番。以下「NTKセラテ

ック」といいます。）との間で 2021 年 1 月 29 日付で締結した吸収分割契約書に基づき、2021 年 4 

月 1日を効力発生日として、当社を吸収分割会社、NTKセラテックを吸収分割承継会社とする吸収分

割を行い（以下「本吸収分割」といいます。）、当社の SPEに関する事業に関して有する権利義務の一

部をNTKセラテックに承継させることと致しました。つきましては、会社法第 782 条第 1項及び会社

法施行規則第 183 条の規定に従い、以下のとおり吸収分割契約の内容その他法務省令に定める事項を記

載した書面を備え置くこととします。 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782条第 1項） 

別紙 1に記載のとおりです。 

 

２．会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183

条第 1号） 

当社は、NTKセラテックの発行済株式の全てを保有しているため、本吸収分割において、NTKセ

ラテックから株式の割当て、金銭等の交付を受ける必要性は認められません。よって、NTKセラ

テックは、本吸収分割に際して、金銭等（本吸収分割の対価）を当社に交付しないとしたものであ

り、このことは相当であると判断しております。 

また、本吸収分割により、NTKセラテックの資本金及び準備金の額は増加しないこととされてお

りますが、会社計算規則の規定に従ったものであり、相当であると判断しております。 

 

３．吸収分割承継会社（NTKセラテック）についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183条第 4

号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2に記載のとおりです。 

(2) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

４．吸収分割会社（当社）についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183条第 5号） 



最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象の内容 

イ． 

当社は、当社の 100%子会社である株式会社日特スパークテックWKS（本店所在地：愛知県小牧

市大字大草字檀之上 5412番 3。以下「WKS」といいます。）との間で、2021年 1月 29日付

で、当社を吸収分割会社、WKSを吸収分割承継会社とする吸収分割契約を締結し、効力発生日

を 2021年 4月 1日として、当社の事業のうち、プラグに関連する事業（ただし、営業を除く）

に関して有する権利義務の一部をWKSに承継させる予定です（以下「WKS吸収分割」といい

ます。）。かかる吸収分割による対価としての金銭等の交付は行われません。 

なお、WKS吸収分割により、WKSが当社から承継する予定の資産の額及び負債の額は、3,783

百万円及び 4,994百万円です。 

ロ． 

当社は、当社の 100%子会社である株式会社南勢セラミック（本店所在地：三重県伊勢市円座町

字細越 871-6。以下「南勢セラミック」といいます。）との間で、2021年 1月 29日付で、当社

を吸収分割会社、南勢セラミックを吸収分割承継会社とする吸収分割契約を締結し、効力発生日

を 2021年 4月 1日として、当社の事業のうち、産業用セラミックに関連する事業（ただし、営

業を除く）に関して有する権利義務の一部を南勢セラミックに承継させる予定です（以下「南勢

セラミック吸収分割」といいます。）。かかる吸収分割による対価としての金銭等の交付は行われ

ません。 

なお、南勢セラミック吸収分割により、南勢セラミックが当社から承継する予定の資産の額及び

負債の額は、1,536百万円及び 428百万円です。 

ハ． 

当社は、当社の 100%子会社であるセラミックセンサ株式会社（本店所在地：愛知県小牧市大字

横内字中横内 391番地の 5。以下「セラミックセンサ」といいます。）との間で、2021年 1月 29

日付で、当社を吸収分割会社、セラミックセンサを吸収分割承継会社とする吸収分割契約を締結

し、効力発生日を 2021年 4月 1日として、当社の事業のうち、センサに関連する事業（ただ

し、営業を除く）に関して有する権利義務の一部をセラミックセンサに承継させる予定です（以

下「セラミックセンサ吸収分割」といいます。）。かかる吸収分割による対価としての金銭等の交

付は行われません。 

なお、セラミックセンサ吸収分割により、セラミックセンサが当社から承継する予定の資産の額

及び負債の額は、4,208百万円及び 1,525百万円です。 

ニ． 

当社は、当社の 100%子会社である NTKカッティングツールズ株式会社（本店所在地：愛知県

小牧市大字岩崎 2808番地。以下「NTKカッティングツールズ」といいます。）との間で、2021

年 1月 29日付で、当社を吸収分割会社、NTKカッティングツールズを吸収分割承継会社とする

吸収分割契約を締結し、効力発生日を 2021年 4月 1日として、当社の事業のうち、機械工具に

関連する事業（ただし、営業を除く）に関して有する権利義務の一部をNTKカッティングツー

ルズに承継させる予定です（以下「NTKカッティングツールズ吸収分割」といいます。）。かか

る吸収分割による対価としての金銭等の交付は行われません。 

なお、NTKカッティングツールズ吸収分割により、NTKカッティングツールズが当社から承継



する予定の資産の額及び負債の額は、1,327百万円及び 334百万円です。 

ホ． 

当社は、当社の 100%子会社である NTKメディカル株式会社（本店所在地：愛知県小牧市大字

岩崎 2808番地。以下「NTKメディカル」といいます。）との間で、2021年 1月 29日付で、当

社を吸収分割会社、NTKメディカルを吸収分割承継会社とする吸収分割契約を締結し、効力発

生日を 2021年 4月 1日として、当社の事業のうち、ヘルスケアに関連する事業に関して有する

権利義務の一部をNTKメディカルに承継させる予定です（以下「NTKメディカル吸収分割」と

いいます。）。かかる吸収分割による対価としての金銭等の交付は行われません。 

なお、NTKメディカル吸収分割により、NTKメディカルが当社から承継する予定の資産の額及

び負債の額は、3,044百万円及び 134百万円です。 

 

５．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社（当社）の債務及び吸収分割承継会社（NTK

セラテック）の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第 6号） 

(1) 吸収分割会社（当社）について  

当社の 2020年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、それぞれ

641,300百万円及び 251,505百万円であるところ、本吸収分割により当社がNTKセラテック

に承継させる資産の額及び負債の額は、5,774百万円及び 963百万円となる見込みです。ま

た、2020年 3月 31日以降現在に至るまで、これらの額に大きな変動は生じておらず、本吸収

分割の効力発生日までにこれらの額が大きく変動することも見込まれておりません。 

したがって、本吸収分割の効力発生日後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回るこ

とが見込まれております。 

さらに、本吸収分割の効力発生日後の当社の収益及びキャッシュフローの状況について、当社

の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日後における当社の債務について、その履行の見込みに問題

はないと判断しております。 

(2) 吸収分割承継会社（NTKセラテック）について  

NTKセラテックの 2020年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、そ

れぞれ 16,740百万円及び 2,611百万円であるところ、本吸収分割により当社が NTKセラテッ

クに承継させる資産の額及び負債の額は、5,774百万円及び 963百万円となる見込みです。 

また、2020年 3月 31日以降現在に至るまで、これらの額に大きな変動は生じておらず、本吸

収分割の効力発生日までにこれらの額が大きく変動することも見込まれておりません。 

したがって、本吸収分割の効力発生日後におけるNTKセラテックの資産の額は負債の額を十

分に上回ることが見込まれております。 

さらに、本吸収分割の効力発生日後のNTKセラテックの収益及びキャッシュフローの状況に

ついて、NTKセラテックの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測され

ておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日後におけるNTKセラテックの債務について、その履行の

見込みに問題はないと判断しております。 

以 上  
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事 業 報 告 
   

( 2019年４月１日から 
2020年３月31日まで ) 

 
 
１．会社の現況に関する事項 

１）事業の経過及びその成果 

当事業年度における世界経済を見ますと、米国の経済は、良好な雇用環境と金融政策の

転換を背景に、個人消費が底堅く推移し潜在成長率並みの成長を維持しました。欧州の経

済は、輸出の低迷に加えて、英国の EU 離脱問題もあり、景気は弱含みました。中国の経済

は、貿易摩擦長期化の影響を受けて輸出や設備投資が減速し、成長率が低下しました。ま

た、その他アジア地域については、外需の不振や資源価格の低迷などにより成長は鈍化し

ました。 

わが国の経済は、消費税増税の影響や製造業を中心とした世界経済の減速を背景として

外需が低迷し、所得の伸びの弱さや企業収益の低迷などから設備投資や消費の回復力が弱

く、低成長が続きました。 

このような状況の中、当社事業が属する半導体業界の動向におきましては、ロジック／

ファウンドリ系半導体に対する設備投資が堅調に推移し、第４四半期には一時的な調整局

面にあった DRAM、3 次元構造の NAND フラッシュメモリも、需給バランスの改善により回復

基調へ向かうなど、世界的な IT サイクルの回復が見込まれておりました。 

しかし、2020 年 1 月に中国湖北省武漢市で発生し感染拡大した新型コロナウィルスの影

響により、世界的に消費や企業の経済活動が停滞し、景気の悪化が急速に進みました。自

動車やスマートフォン向けの出荷が大きく落ち込む一方で、外出や移動が制限されたこと

によりテレワークやインターネットの利用が急増し、データセンターや通信インフラ整備

などの投資が加速しています。旺盛な半導体メモリー需要が下支えするものの、全世界に

拡大した感染の終息は未だ見通せる状況にはなく、消費の大幅な減少によって市場全体の

成長率は再び減少すると予測されています。 

その結果、当事業年度の売上高は９０億９千４百万円（前年同期比 12.67％減、１３億

１千９百万円減）、営業利益は１１億１千７百万円（前年同期比 49.10％減、１０億７千

７百万円減）、経常利益は１１億１千万円（前年同期比 51.45％減、１１億７千６百万円

減）、当期純利益は８億１千９百万円（前年同期比 53.30％減、９億３千５百万円減）と

なりました。 

製品別の状況は以下の通りであります。 

 

〔 製品別の状況 〕 

構造セラミックスは前事業年度から引き続き、メモリーの価格の下落による半導体製造

装置メーカーの投資抑制により売上が減少しましたが、ＹＡＧ材の新製品が最先端プロセ

スに新規採用されたことで第４四半期には売上が回復し、これにより売上高は６４億９百

万円と前年同期比11.40％の減収となりました。営業利益は７億３千８百万円と前年同期比

45.95％の減少となりました。 
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一方、機能製品に関しましては、ＥＳＣヒーターが前年同期比で微減、溶射は市場の回

復が後ろ倒しになったことと顧客保有在庫の滞留により前年同期比半減しました。しか

し、リファヴ新規品の採用等により下期に需要が増加したことで、売上高は２６億８千５

百万円と前年同期比15.54％の減収となりました。また、営業利益につきましては、３億７

千９百万円と前年同期55.29％の減少となりました。 
 

 

２）資金調達の状況 

該当事項はありません。 

 

３）設備投資の状況 

当事業年度に実施しました設備投資の総額は９億８千５百万円であり、主なものは、次

の通りであります。 

マシニングセンタ３台（２億１千１百万円）、ホットプレス２台（１億９千６百万円）、

ロウ付炉２基（１億２百万円）、接合炉（７千４百万円） 

 
 ４）財産及び損益の状況 
 

年 度 
区 分 

平成28年度 
2016年度 
(第30期) 

平成29年度 
2017年度 
(第31期) 

平成30年度 
2018年度 
(第32期) 

平成31年度 
令和元年度 
2019年度 
(第33期) 
当事業年度 

売 上 高 (千円) 8,312,888 8,398,977 10,414,481 9,094,661 

営 業 利 益 (千円) 1,372,071 1,455,197 2,194,888 1,117,105 

経 常 利 益 (千円) 1,480,639 1,430,720 2,287,245 1,110,401 

当 期 純 利 益 (千円) 1,065,248 2,994,794 1,755,861 819,995 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 3,983.40 11,198.75 6,565.88 3,066.29 

総 資 産 (千円) 11,511,337 15,089,590 17,395,700 16,740,342 

純 資 産 (千円) 9,060,077 12,052,503 13,808,364 14,129,566 

 

 

５）対処すべき課題 

当社は“セラミックスで創造と挑戦を楽しむ“をスローガンに、セラミックスを軸とし

た最新のセラミックス材料、加工技術、コーティング技術をベースに最適なソリューショ

ンを提供し、半導体、電子機器、産業機械をはじめとする様々な最先端分野においてセラ

ミックスの無害性、化学的安定性、耐熱性等の特性を進化させ、新たな価値を追求してお

ります。 

当社が属する日本特殊陶業グループにおける長期経営計画の最終ステージである第７次

中期経営計画（2016 年度～2020 年度）では、『日特進化論』の総仕上げとなる「進化」の

３年と、その先の“真価（真の価値）”を見据えた５カ年で基本方針と取組課題を掲げて

おります。この第７次中期経営計画の基本方針である「現業と新ビジネスの加速度的な発

展」の３つの取組課題の１つ「既存事業のさらなる強化」として、当社は、静電チャック、

ALN ヒーター、ピンチャック、溶射、リファヴを戦略 5 製品とし、日特-NCC のシナジーを
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最大限に発揮することで、半導体製造装置部品分野でトッププレーヤーとなることを目指

してきました。 

第７次中期経営計画（2016 年度～2020 年度）最終年度に向けて計画達成のため、徹底し

た原価低減を継続し、次に繋がる新製品の開発、ものづくりを支える教育の充実を進めて

まいります。また試作品・特急ラインの拡大によるタイムリーな試作品対応を目指し、顧

客開発部門へのプロモーションを強化する事で、他社と差別化したサービスにより新規需

要獲得を目指します。 

日特長期経営計画『日特進化論』が 2020 年３月に終了するにあたり、新長期経営計画

『2030 長期経営計画』を策定中です。日特グループの中で存在感を持った企業となるべく、

新製品開発、新規事業創出、生産体制の再構築等に全力で取り組み、10 年後、20 年後も世

界中のお客さまに価値のある商品をお届けできる企業として、企業価値の向上を目指して

まいります。 

 
６）主要な事業内容 

当社は構造用セラミックスの製造及び販売を主要事業とし、併せてこれらを応用した各種製品の開

発、製造、販売、エンジニアリングセラミックス洗浄再生事業、電子機器及び通信機器用部品の開発、

製造、販売を営んでおります。 

 

７）主要な営業所及び工場 

名称 所在地 

本社 宮城県仙台市 

仙台西工場 宮城県仙台市 

東京営業所 東京都千代田区 

 

８）従業員の状況 
 

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

289名 12名増 39.8歳 14.5年 

（注)１ 上記従業員には、使用人兼務取締役、臨時従業員は含まれておりません。 
２ 上記従業員数には、親・子会社等への出向者は含まれておりません。 

 

９）重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社の状況 
 

名称 
当社株式 

の持株数 

当社への 

出資比率 
関係内容 

 株 %  

日本特殊陶業 
株式会社 

267,422 100.00 

ＣＭＳ 
製品の販売 
知的財産管理 
兼務役員及び出向者の受
入、従業員の出向 

 

②親会社等との間の取引に関する事項 

親会社との取引においては、その取引の必要性及び取引条件が第三者との取引と著しく相違しな

いこと等に留意し、合理的な見積計算に基づき、公正かつ適正に行っています。当社取締役会にお

いては、当該取引に関して多面的な議論のうえで、実施の可否を決定しています。 
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③重要な子会社の状況 
 

名称 資本金 
当社の 
出資比率 

主要な事業内容 

 千新台湾ドル %  

誼特科技股份 
有限公司 

45,000 51.00 
セラミックス部品の
洗浄・再生 

 

10）主要な借入先及び借入額 
 

該当事項はありません。 

 

11）会社の現況に関する重要な事項 

        該当事項はありません。 

２．会社の株式に関する事項 
１）発行可能株式総数 

300,000株 

２）発行済株式の総数 

267,422株 

３）株主数 

１名 

４）株主及びその持株数 

株主名 持株数 持株比率 

日本特殊陶業株式会社 267,422株 100.00％ 

５）その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．会社役員に関する事項 

１）取締役及び監査役の氏名等（2020年３月31日現在） 
  

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況等 

代表取締役社長 鈴木 隆博 日本特殊陶業株式会社 専務執行役員 

取締役 塩貝 達也 
常務執行役員 知的財産部、品質保証部、輸出管理
室、経営管理部担当 

取締役 板倉 一久 常務執行役員 技術開発部、製造部担当 

取締役 田島 常二郎 執行役員 営業部担当 

取締役 寺下 和良 
日本特殊陶業株式会社 執行役員 経営管理本部副
本部長兼経理部長 

監査役 堀田 泰彦 日本特殊陶業株式会社 常勤監査役 

(注)１ 代表取締役社長鈴木隆博氏は、当事業年度の末日の2020年３月31日に辞任いたしました。 
２ 当事業年度の末日後の2020年４月１日に、新海修氏が新たに代表取締役社長に就任いたしました。 
３ 2020年５月７日現在の取締役及び監査役の担当及び重要な兼職の状況は、次の通りとなります。 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況等 

代表取締役社長 新海 修 日本特殊陶業株式会社 上席執行役員 

取締役 塩貝 達也 
常務執行役員 知的財産部、品質保証部、輸出管理
室、経営管理部担当 

取締役 板倉 一久 常務執行役員 技術開発部、製造部担当 

取締役 田島 常二郎 
執行役員 営業部担当 
日本特殊陶業株式会社 執行役員 SPE事業担当兼事
業部長、米国テクノロジー株式会社社長 
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取締役 寺下 和良 
日本特殊陶業株式会社 執行役員 グローバルグル
ープガバナンス本部担当兼本部長兼内部監査室長 

監査役 堀田 泰彦 日本特殊陶業株式会社 常勤監査役 

 

２）取締役及び監査役の報酬等の額 

取締役 ２名 27,450千円 （うち社外取締役 ― ） 

監査役 ―名 ―円 （うち社外監査役 ― ） 

(注)１ 取締役及び監査役の報酬限度額は、2003年６月20日開催の第16回定時株主総会において、取締役 年額200百
万円、監査役 年額40百万円と決議いただいております。 

 

３）社外役員に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 
４－１．業務の適正を確保するための体制 

  当社は、企業理念に掲げる存在意義「セラミックスを軸に高い技術とサービスを創造し、社会に新

たな価値を提供します。」を実現するため、以下のとおり当社並びにその親会社及び子会社から成る

企業集団の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めております。 

 

１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役は、「企業理念」、「行動基準」及び「リスク管理・コンプライアンス基本方針」に基づ

き、自らが模範を示すことで、コーポレート・ガバナンスを確立いたします。 

②取締役は、法令・定款に定める事項の決定及び監督を行うために、取締役会を定例の他必要に応

じて随時開催すると共に、経営会議及び各種委員会など組織を横断した会議体を設け対応します。

更に、企業も社会の一員であるという基本を忘れず、企業理念に基づき当社並びにその親会社及

び子会社からなるグループの経済・環境・社会活動をグローバルな視点で再点検し社会への説明

責任を果たすことを「行動基準」に掲げ、社長を最高責任者とするリスク管理・コンプライアン

ス委員会を設置して重要事項を審議・決定しています。 

③執行役員制度により、業務執行権限と責任を明確にすることにより、取締役会の業務執行監督機

能を強化しています。 

 

２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役は、その職務の執行に係る情報については、取締役会等の重要な会議の議事録及び社内決

裁の記録を社内諸規程に従い適切に保存・管理を行い、取締役及び監査役はこれらの情報を常時

閲覧できるものといたします。 

 

３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①取締役は、業務執行上のリスクを管理するため、主幹部署を通じて社内の諸規程を制定し、研

修・訓練を実施することで損失発生の未然防止に努めると共に、各種委員会を設置して指導・監

視を実施しています。また損失の危険性が現実化した場合には、直ちに全社横断的な対応をとり

事態の収拾を図ると共に、解決した危機の再発防止を図ります。 

 

４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役は、取締役会の決議によって選任された執行役員に会社の業務執行の責任者として職務に  

当たらせます。また執行役員及び使用人の職務執行に関する役割分担を、執行役員規程及び業務

分掌規程で定め、中期経営計画の策定や予算制度の運営により、目標を明確化して経営効率の向

上を図ります。 

②取締役会を定例的に開催するほか、随時開催します。このほか取締役が参画する経営会議（毎月

定例開催）及び各種委員会においても活発な議論を行い、速やかな状況把握と環境変化への対応

に努めます。 

５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役は、当社グループの全使用人の法令・国際ルール・社会規範及び社内諸規程等（以下、法
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令等という）の遵守及び倫理意識の高揚を促すため、推進体制を整備し、手引書の配布、社内研

修等を通じて「企業理念」、「行動基準」及び「リスク管理・コンプライアンス基本方針」の浸

透を図ります。 

②取締役は、「行動基準」及び「リスク管理・コンプライアンス基本方針」にそって実行していく

にあたり、正しく推進されるよう、社長を最高責任者とするリスク管理・コンプライアンス委員

会がコンプライアンス違反の未然防止活動や違反行為があった場合の対応等について指導、監視

してまいります。なお法令等違反行為が発見された場合には、是正・再発防止策を講ずると共に

社内諸規程により懲戒を行います。 

③取締役は、社内及び社外を受付窓口とする内部通報制度としての企業倫理相談窓口、苦情窓口を

設置し、法令等に違反する行為またはそのおそれがある事項、ならびに従業者自身に及ぶ危険・

脅威や心配事等の情報を受付けて、これらを早期に発見、あるいは不祥事を未然に防ぎ、企業活

動の透明性を確保いたします。また、相談窓口、苦情窓口の利用者に対して、通報・相談したこ

とを理由に不利益な取扱いはいたしません。 

 

６）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①取締役は、当社及び親会社の方針ならびに諸法令に基づき当社グループ会社全般の適切で円滑な

運営が実施されるよう、当社グループ会社に関する管理方針と管理組織について社内規程で定め

指導、管理すると共に、関連制度の一体的な整備・運用に努めます。また、同規程において当社

グループ会社の重要な事項については、担当役員が取締役会などに報告することにしています。 

②取締役は、当社グループ又は当社の親会社グループのメンバーで構成する各種会議体・委員会に

参加するなど、情報交換・人事交流を推進することで、親会社及び子会社との効率的な連携体制

の確立を図ります。また、子会社への監査役の派遣ならびに当社の内部監査部門による内部監査

の実施等により、必要に応じて問題点の改善を図ります。なお企業倫理相談窓口、苦情窓口につ

いては子会社の役員及び使用人も利用するものとします。 

③親会社が、企業集団の業務の適正を確保する方策を実施する場合、当社も必要な範囲で協力して

まいります。また、実績報告等を通じて、親会社の当社管理所管部署と適宜意見交換を行います。 

 

７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する 

指示の実行性の確保に関する事項 

①取締役は、監査役の要求に基づき、その職務を補助すべき専任の使用人を置きます。 

②取締役は、前号に定める使用人に対する指揮命令に関して取締役、執行役員及び使用人からの独

立性を確保し、その異動、評価等を行う場合には事前に監査役の同意を得ます。 

 

８）当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制 

①取締役、執行役員及び使用人は、監査役に対して重要な決裁書類を閲覧に供すると共に、業務及

び財産の状況ならびに監査役の要求事項に対し適切に報告いたします。子会社の取締役、監査役、

執行役員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者も、同様に監査役の要求事項に対し適

切に報告するものといたします。また、監査役が出席する取締役会や各種委員会において重要事

項の開示・決議を行い、その他必要に応じて各種委員会の運営状況を説明いたします。 

②監査役に対して報告したことを理由に、その者に不利益な取扱いはいたしません。 

 

９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、監査役が取締役、内部監査部門と情報交換を

図る機会を確保いたします。 

②監査役がその職務を執行するために必要な費用は、監査役からの請求に応じて会社が負担いたし

ます。 

 

 ４－２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

   当社並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制に従った運用状況

の概要は下記のとおりであります。 

  

１）職務執行体制について 

①コンプライアンスに対する取組みの状況 
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当社では、「取締役会規程」において取締役会で決議すべき事項を明確にするとともに、各

取締役からの業務執行報告を受けて業務執行状況の監督を行っております。 

また、執行役員制度により、業務執行権限と責任を明確にすることにより、取締役会の業務

執行監督機能を強化しております。 

このほか、リスク管理・コンプライアンス方針を推進するために重点課題を決定し、リスク

管理・コンプライアンス委員会で推進活動の把握、評価、提言を行っております。 

さらに、法令等の遵守及び倫理意識の高揚を促すため、リスク管理・コンプライアンス委員

会を設置し、同委員会においてコンプライアンス活動の進捗報告及び内部通報等の情報の受付、

処理の状況について報告がなされ、指導・監視を行うとともに、「企業理念」、「行動基準」

及び「リスク管理・コンプライアンス基本方針」の浸透を図るため、方針の社内各所に掲示、

手引書としてコンプライアンスガイドブックを配布するとともに、新入社員研修、階層別研修

及び関係者へのテーマ別研修を行っております。 

また、内部通報制度として、通報制度の運用ルールに関するポスターを社内各所に掲示する

ことで周知し、そのルールに沿った運用がなされております。 

 

②職務執行が効率的に行われることに対する取組みの状況 

当社では、取締役会により選任された執行役員が業務執行権限と責任を与えられることで、

効率的に業務が執行されています。 

また、取締役会を月１回定期的に開催するほか、審議が必要な場合には随時開催し、対処す

べき経営課題や会社を取り巻くリスクに対して議論や事前把握を行い、経営環境の変化に迅速

に対応できる体制を整えるとともに、取締役と執行役員等で構成する経営会議を月１回開催し、

業務執行に係る状況報告及び部門横断的な情報共有や意見交換を行い、全社視点での効率的な

業務執行に努めております。 

③ 職務執行に係る情報の保存及び管理体制 

当社では、取締役会等の重要な会議の議事録及び社内決裁の記録については、社内諸規程に

従い担当部門において保存・管理を行っております。 

 

２）リスク管理体制について 

当社では、法令改正、社内組織改編に合わせて諸規程の見直しを行い、社内諸規程の維持管理

に努めるとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会の指導・監視の下で危機管理に対して

ＰＤＣＡサイクル（計画・実践・評価・是正のサイクル）に従って取組を推進することで重大な

不備は認められていません。 

 

３）企業集団の業務の適正を確保するための体制について 

当社では、「関係会社管理規程」において子会社等関係会社に関する管理体制について定めて

おり、管理部門及び関係会社と関連する事業部門の責務が明確にされ、規定された承認事項、指

導事項及び報告事項の方針に沿って子会社等関係会社を指導、管理し、重要な事項については経

営会議に報告、取締役会での報告または決議をしています。 

また、親会社が企業集団の業務の適正を確保のために、当社関係部門は親会社の関係部門と適宜

意見交換を通じて、当社は実績報告及び必要な情報提供を行っています。 

 

４）監査役監査の実効性の確保について 

取締役等は、監査役に対して、取締役会を通じて監査役への報告・情報提供を行うとともに、

監査役からの求めに応じて適宜報告を行っているほか、取締役（社外取締役を含む）との間で定

期的に意見及び情報交換を行う機会を設けております。 

さらに、本社管理部門の責任者は、監査役と定期的な懇談及び監査役からの求めに応じて、業

務の執行状況を報告しております。 

 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告内の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てして表示しております。 
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貸 借 対 照 表 
 

(2020年３月31日現在) 
(単位：千円) 

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

流動資産 8,099,310 流動負債 1,676,920

　　現金及び預金 154,358 　　支払手形 488,817

　　受取手形 89,256 　　買掛金 250,463

　　電子記録債権 491,139 　　未払金 386,897

　　売掛金 1,806,080 　　未払費用 113,073

　　商品及び製品 882,738 　　未払法人税等 28,554

　　仕掛品 662,712 　　賞与引当金 235,655

　　原材料及び貯蔵品 457,504 　　設備関係支払手形 158,668

　　前払費用 10,695 　　その他 14,790

　　短期貸付金 3,429,879 固定負債 933,855

　　その他 114,946 　　退職給付引当金 933,855

固定資産 8,641,031 負 債 合 計 2,610,776

　有形固定資産 6,901,117 純　資　産　の　部

　　建物 2,163,658 株主資本 14,098,359

　　構築物 71,286 　資本金 450,000

　　機械及び装置 3,431,302 　資本剰余金 7,926,670

　　車両運搬具 3,500 　　その他資本剰余金 7,926,670

　　工具、器具及び備品 127,469 　利益剰余金 5,721,689

　　土地 1,045,050 　　利益準備金 53,000

　　建設仮勘定 58,849 　　その他利益剰余金 5,668,689

　無形固定資産 89,502 　　　繰越利益剰余金 5,668,689

　　ソフトウエア 54,998 評価・換算差額等 31,206

　　ソフトウエア仮勘定 32,277 　その他有価証券評価差額金 31,206

　　その他 2,227

　投資その他の資産 1,650,411

　　投資有価証券 132,300

　　関係会社株式 80,989

　　繰延税金資産 1,428,445

　　その他 8,676 純 資 産 合 計 14,129,566

資 産 合 計 16,740,342 負 債 純 資 産 合 計 16,740,342  
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損 益 計 算 書 
   

( 2019年４月１日から 
2020年３月31日まで )

(単位：千円) 
 

科　　　　　目

売上高 9,094,661

売上原価 6,562,167

　売上総利益 2,532,493

販売費及び一般管理費 1,415,387

　営業利益 1,117,105

営業外収益

　受取利息 430

　受取配当金 3,018

　その他 5,475 8,924

営業外費用

　為替差損 15,564

　その他 63 15,628

　経常利益 1,110,401

特別利益

　固定資産売却益 214 214

特別損失

　固定資産処分損 14,875 14,875

　税引前当期純利益 1,095,741

　法人税、住民税及び事業税 107,556

　法人税等調整額 168,190 275,746

　当期純利益 819,995

金　　　　　額
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株主資本等変動計算書 

( 2019年４月１日から 
2020年３月31日まで ) 

(単位：千円)  

当期首残高 450,000 7,926,670 7,926,670 - 5,431,693 5,431,693   13,808,364

当期変動額

剰余金の配当 △ 530,000 △ 530,000 △ 530,000

剰余金の配当
に伴う利益準
備金の積立て

53,000 △ 53,000 - -

当期純利益 819,995 819,995      819,995

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 - - - 53,000 236,995 289,995      289,995

当期末残高 450,000 7,926,670 7,926,670 53,000 5,668,689 5,721,689   14,098,359

当期首残高           -           -  13,808,364

当期変動額

剰余金の配当 △ 530,000

剰余金の配当
に伴う利益準
備金の積立て

-

当期純利益     819,995

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

     31,206      31,206      31,206

当期変動額合計      31,206      31,206     321,202

当期末残高      31,206      31,206  14,129,566

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

株主資本

株主資本合計

利益剰余金

利益準備金

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

資本金

資本剰余金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計
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個 別 注 記 表 
   

  
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

 子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

…… 

 

事業年度末日の市場価格に基づく時価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

 商 品……………… 個別法 

 製 品……………… 総平均法 

 仕 掛 品……………… 個別法 

 原 材 料 及 び 貯 蔵 品……………… 移動平均法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産…………………………………………… 定額法 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

   建物      10年～38年 

   機械及び装置  ８年～12年 

(2) 無形固定資産…………………………………………… 定額法 

 なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 

a 一 般 債 権………………………………… 貸倒実績率法 

b  貸倒懸念債権及び破産更生債権……… 財務内容評価法 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末

に発生している額を計上しております。 

 退職給付引当金の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

 

４．消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 
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５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当期首 増加 減少 当期末 

普通株式（株） 267,422 ─ ─ 267,422 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2019年６月28日 

株主総会 
普通株式 利益剰余金 530 1,981 2019年３月31日 2019年６月28日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2020年６月26日 

株主総会 
普通株式 利益剰余金 250 934 2020年３月31日 2020年６月26日 

 

 

（税効果会計に関する注記） 
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 
 

 
 
 

  

(繰延税金資産) 

当事業年度 

（2020 年３月 31 日） 

繰越欠損金 1,035,529 千円 

退職給付引当金 285,573 千円 

賞与引当金 72,063 千円 

その他 37,704 千円 

繰延税金資産 小計 1,430,869 千円 

評価性引当額 △ 2,424 千円 

繰延税金資産 合計 1,428,445 千円 
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（関連当事者との取引に関する注記） 
１．親会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の 

所有 (被所 

有)割合(%) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社 
日 本 特 殊

陶業㈱ 

被所有 

直接100.0 

資金の貸付

製品の販売

等 

資金の

回収 
237,756 

短期 

貸付金 
3,429,879 

利息の

受取 
243 ─ ─ 

製品の

販売 
806,898 売掛金 77,542 

業務委

託費の

受取 

181,430 売掛金 30,723 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の貸付については、日本特殊陶業㈱が導入しているＣＭＳに参加しているもので、利率は市場金

利を勘案して、合理的に決定しており、担保は受け入れておりません。また、取引金額は純額で表示し

ております。 

 製品の販売については、市場価格を勘案し一般取引条件と同様に決定しております。 

 

２．子会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の 

所有(被所 

有)割合(%) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

子会社 

誼 特 科 技

股 份 有 限

公司 

所有 

直接51.0 

製品の販売 

役員の派遣

等 

製品の 

販売 
102,043 売掛金 73,151 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、市場価格を勘案し一般取引条件と同様に決定しております。 
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１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 

区分 資産の種類 期首残高
当期

増加額
当期

減少額
期末残高

期末減価償却
累計額又は
償却累計額

当期
償却額

差引期末
帳簿価額

建物   4,315,030     19,519    101,907   4,232,643   2,068,984   156,527  2,163,658

構築物     243,718          -      8,168     235,549     164,263     7,716     71,286

機械及び装置   7,292,613    916,990     88,988   8,120,615   4,689,313   368,709  3,431,302

車両運搬具       9,506          -          -       9,506       6,005     1,200      3,500

工具、器具及び備品     412,944     61,253     25,762     448,435     320,965    47,497    127,469

土地   1,045,050          -          -   1,045,050           -         -  1,045,050

建設仮勘定     108,998    947,614    997,763      58,849           -         -     58,849

計  13,427,862  1,945,378  1,222,590  14,150,651   7,249,533   581,650  6,901,117

ソフトウェア     277,065     12,580     44,182     245,463     190,465    18,396     54,998

ソフトウェア仮勘定       6,760     38,097     12,580      32,277           -         -     32,277

その他       5,757          -          -       5,757       3,530       119      2,227

計     289,583     50,677     56,762     283,499     193,996    18,516     89,502

有
形
固
定
資
産

固
定
資
産

無
　
　
形

 

          

（注１）当期増加額の主なものは、次の通りであります。 

 機械及び装置 マシニングセンタ ３台 211,174千円 

 機械及び装置 ホットプレス ２台 196,281千円 

 機械及び装置 ロウ付け炉 ２基 102,095千円 

 機械及び装置 接合炉 １基 74,913千円 

 

  

（単位：千円） 
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２．引当金の明細 

                                 （単位：千円） 

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

賞与引当金 260,675 235,655 260,675 235,655

退職給付引当金 863,940 82,403 12,488 933,855
 

 

 

３．販売費及び一般管理費の明細 

                                            （単位：千円） 

科        目 金      額 摘      要

販売手数料 133,598

製品運送料 25,006

役員報酬 27,450

給与手当 317,301

賞与 59,035

法定福利費 78,124

福利厚生費 35,537

賞与引当金繰入額 63,616

退職給付費用 26,672

旅費及び通信費 47,098

交際費 6,467

事務用品費 14,506

修繕費 16,024

経費外注費 77,885

電力料 17,434

水道料 2,368

不動産賃借料 12,072

租税公課 9,218

外形標準課税 73,680

転任旅費 2,570

研究開発費 321,457

減価償却費 14,496

雑費 33,765

計 1,415,387
 






